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教育目標



教育目標

自分の命を大切にするたくましい人を育てる

挨 拶 を す る 人 で あ れ

言 葉 を 大 切 に す る 人 で あ れ

公 正 な 人 で あ れ

健 康 な 人 で あ れ

〇

〇

〇

〇



目指す生徒像



目指す生徒像

自分からコミュニケーションをとる生徒

言 葉 を 常 に 磨 く 努 力 を す る 生 徒

凡 事 徹 底 で き 、 約 束 を 守 れ る 生 徒

心身ともに健康で、良い影響を与える生徒

〇

〇

〇

〇



目指す学校像



目指す学校像

挨 拶 か ら 始 ま る 学 校

言 葉 を 磨 き 続 け る 学 校

当たり前を大切にし、努力が報われる学校

心 身 が 健 や か に 成 長 で き る 学 校

〇

〇

〇

〇



目指す教師像



目指す教師像

指 導 で な く 、 範 を 示 す 教 師

言 葉 で 生 徒 を 伸 ば す 教 師

変容を正しく評価する人権意識の高い教師

自 他 の 心 身 の 健 康 を 管 理 で き る 教 師

〇

〇

〇

〇



達成のための
取組目標



達成のための取組目標
○ 自分からコミュニケーションを積極的にとり、良好な

人間関係が構築できる環境づくり

○ 言葉を発するときも受け取るときも、肯定的にとらえ

ることのできる雰囲気づくり

○ 思いやりをもって他者と協働し、地道な努力を正当に
認められる場面づくり

○ 一人一人の心身が健康で、相乗効果となり笑顔があふ
れる学校づくり



達成のための
基本方針



達成のための基本方針

ア「互いを尊重する」心の育成

（人権・道徳教育の充実）

イ「主体的に学ぶ」力の育成

（学力向上・キャリア教育）

ウ「健やかな心身」と「きめ細かな支援」

（個に応じた指導・支援）

エ「地域と共にある」学校づくり

（開かれた学校）



伸びる要素



伸びる要素

①素直さ

②前向きな姿勢

③粘り強さ



伸びる要素

①素直さ

「まずはやってみる」

学ぶ≒まねぶ



伸びる要素

②前向きな姿勢

「定着に大きな差」

心と体のつながり



伸びる要素

③粘り強さ

「必要な時間の確保」

与えられた時間は平等



教務部より























学校ホームページのご案内
お子様の学校生活の「今」を、

いつでもどこでもご確認いただけます。

日々の活動報告：行事や授業の様子を写真で掲載

おたよりの閲覧：学校だよりをデジタル配布

緊急連絡の確認：災害時や不審者情報等の迅速な共有

行事予定表：年間・月間スケジュールを常時公開

https://www.nerima-tky.ed.jp/seki-j/

お手元のスマートフォンからアクセス可能です





生活指導部より



保健より



保健・食物アレルギー対応について

１．健康管理全般について

健診で治療や受診をおすすめされている疾病な
どがある場合は、入学前に通院・治療をしてく
ださい。

腎臓・心臓の病気で定期的に通院や検査を受け
ている場合は『学校生活管理指導表』を提出し
てください。

入学前に知らせておきたいことがある場合は、
関中学校養護教諭まで御連絡ください。



保健・食物アレルギー対応について

３．学校でけがや体調不良が生じた場合について

登校前に体調が悪い時には、家庭で休養をとり、
回復してから登校させてください。

保健室での休養は１時間までです。授業に復帰
できない場合は早退となります。

保健室では『（当日の）学校でのけがの応急処
置』を行います。日をまたいでの継続的な処置
や、塾や習い事で生じたけがの処置は行いませ
ん。



保健・食物アレルギー対応について

救急車の要請と選定療養費について

救急搬送を行った時、搬送先の病院の規則に
よっては『選定療養費（７０００円以上で設
定）』が必要になる場合があります。

『選定療養費』は、医療費ではありませんので、
医療証や災害共済給付制度を使用することがで
きません。

学校では、お子様の健康・安全を最優先に考え、
必要と判断した時には救急車を要請します。そ
の結果、『選定療養費』が必要になった時には、
保護者の方の御負担となります。



保健・食物アレルギー対応について

４．独立行政法人日本スポーツ振興センター
について

学校管理下での負傷の場合に医療費を申請でき
ます。（総医療費５００点以上）

登下校時や部活動時のけがも対象です。

医療証を使用し、医療費の負担がなかった場合
は、総医療費の１割が雑費として支給されます。

原則、学校から申請の案内はいたしません。

申請には時効があります。



保健・食物アレルギー対応について

６．緊急連絡先について

入学時に配布する保健調査票などに確実
に連絡のとれる緊急連絡先を記入してく
ださい。

お仕事をしている方は、勤務先の電話番
号も御記入ください。



保健・食物アレルギー対応について

７．食物アレルギー対応について
（学校生活管理指導表の提出が必要な方）

給食での特別な管理・配慮が必要な方

給食以外の行事・取組（校外学習、宿泊
行事、調理実習など）で特別な管理・配
慮が必要な方

エピペンを所有している方



保健・食物アレルギー対応について

７．食物アレルギー対応について
（エピペンの管理）

エピペンを所有している場合、管理
はお子様本人が行います。

普段、使用する鞄に保管してくださ
い。



保健・食物アレルギー対応について

７．食物アレルギー対応について
（提出書類と面談の実施）

食物アレルギーがあり、学校生活（給食、
校外学習、宿泊行事、調理実習など）で
特別な配慮や管理が必要な方は、書類の
提出の後、面談を実施します。

面談は、保護者様と本校の管理職・栄養
士・養護教諭とで実施予定です。



保健・食物アレルギー対応について

８．相談室について

保健室に来室する生徒は、身体的な訴えで授業を
休むことを希望しますが、その背景には多くの悩
みや葛藤があることが珍しくありません。

静かに休むことでリフレッシュできる場合もあり
ますが、相談室の相談員とコミュニケーションを
とることで安心する生徒も多いです。

保健室と相談室は連携しています。

日常的に相談室の相談員が保健室を巡回していま
す。保健室に来室しているお子様とコミュニケー
ションをとったり、必要時、個別面談につなげた
りすることがあります。



保健・食物アレルギー対応について

説明会後、下記の方はステージ前にお集まりください

食物アレルギーがあり、学校生活（給食、
校外学習、宿泊行事、調理実習など）で特
別な配慮・管理が必要な方

エピペンを処方されている方

食物アレルギー以外の理由（乳糖不耐症や
宗教上の理由）で牛乳停止や除去食対応を
希望する方

その他の健康上の理由で、『学校生活管理
指導表』の提出が必要な方



事務室より























関中のシンボル「欅（ケヤキ）」

練馬区立関中学校へのお子様の入学を、
心より歓迎いたします。


